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(財)財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
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セグメント情報開示専門委員会における検討状況について 

 
【第 146 回企業会計基準委員会での検討の主なポイント】 

  

１．セグメント情報の利益の額の取扱い 

 前回の委員会の審議を受け、セグメント情報の利益の額の取扱いをより明確にするため

の修正 

 

２．複数の事業セグメントを集約した場合等の取扱い 

 過去の委員会で審議された、1つの報告セグメントに集約された複数の事業セグメント間

の取引の取扱いに関する修正 

 

３．開示例  

 公開草案の開示例に対して複数のコメントが寄せられたことに対応するための開示例の

様式等の修正 

 

以 上 


